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新旧対照表 

改定後（案） 現行 備考 

熊本市都市計画法施行細則に規定する書類の様式等を定め

る要綱 

熊本市都市計画法施行細則に規定する書類の様式等を定め

る要綱 

手引き 

制定 令和４年３月１６日 都市政策課長決裁 

改正 令和６年２月２７日 開発指導課長決裁 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、熊本市都市計画法施行細則（平成８年規則第１６

号。以下「細則」という。）第３４条の規定に基づき、細則に規定する

書類に記載すべき事項及びその様式を定めるものとする。 

（記載すべき事項） 

第２条 細則に規定する書類に記載すべき事項は、次条に規定する様式

に記載された事項とする。 

（様式） 

第３条 次の表の左欄に掲げる規定に基づく同表中欄の書類の様式は、

それぞれ同表右欄に定めるとおりとする。 

 

細則の条項 書類の名称 様式 

第２条 設計説明書 様式第１号 

第２条 従前の公共施設一覧表 様式第１号付表

１ 

第２条 新設する公共施設一覧表 様式第１号付表

２ 

第２条 付替えに係る公共施設一覧

表 

様式第１号付表

３ 

第３条第３号 設計概要書 様式第２号 

第３条第５号 開発行為許可申請者の資力

及び信用に関する申告書 

様式第３号 

第３条第６号 工事施行者の能力に関する

申告書 

様式第４号 

第４条 開発行為に関する協議書 様式第５号 

制定 令和４年３月１６日 都市政策課長決裁 

                      

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、熊本市都市計画法施行細則（平成８年規則第１６

号。以下「細則」という。）第３４条の規定に基づき、細則に規定する

書類に記載すべき事項及びその様式を定めるものとする。 

（記載すべき事項） 

第２条 細則に規定する書類に記載すべき事項は、次条に規定する様式

に記載された事項とする。 

（様式） 

第３条 次の表の左欄に掲げる規定に基づく同表中欄の書類の様式

は、それぞれ同表右欄に定めるとおりとする。 

 

細則の条項 書類の名称 様式 

第２条 設計説明書 様式第１号 

第２条 従前の公共施設一覧表 様式第１号付表

１ 

第２条 新設する公共施設一覧表 様式第１号付表

２ 

第２条 付替えに係る公共施設一覧

表 

様式第１号付表

３ 

第３条第３号 設計概要書 様式第２号 

第３条第５号 開発行為許可申請者の資力

及び信用に関する申告書 

様式第３号 

第３条第６号 工事施行者の能力に関する

申告書 

様式第４号 

第４条 開発行為に関する協議書 様式第５号 

第五章 

２７Ｐ~ 



2/1 

第５条 開発行為変更許可申請書 様式第６号 

第６条 開発行為変更届出書 様式第７号 

第７条 既存権利届出書 様式第８号 

第９条 工事着手届出書 様式第９号 

第１０条 地位承継届出書 様式第１０号 

第１１条 地位承継承認申請書 様式第１１号 

第１４条 工事完了公告前建築等承認

申請書 

様式第１２号 

第１５条 建築物特例許可申請書 様式第１３号 

第１５条第１号 建築物概要書 様式第１４号 

第１６条 予定建築物等以外の建築等

許可申請書 

様式第１５号 

第１７条 予定建築物以外の建築等に

関する協議書 

様式第１５号の

２ 

第１９条 建築物の新築、改築若しく

は用途の変更又は第一種特

定工作物の新設に関する協

議書 

様式第１５号の

３ 

第２０条 建築等許可申請書 様式第１６号 

第２２条 開発行為又は建築に関する

証明書の交付申請書 

様式第１７号 

第２２条 建築に関する証明書の交付

申請書 

様式第１７号の

２ 

第２２条 建築に関する証明書の交付

申請書 

様式第１７号の

３ 

第２５条 開発登録簿写し交付申請書 様式第１８号 

第３３条第１号 計画提案説明書 様式第１９号 

第３３条第２号 周辺環境等への影響に関す

る資料 

様式第２０号 

第３３条第３号 地権者及び周辺住民等への

説明に関する資料 

様式第２１号 

第３４条第１項 

第１号 

公共施設管理者開発行為同

意書 

様式第２２号 

第３４条第１項 

第２号 

管理予定者との協議経過書 様式第２３号 

第５条 開発行為変更許可申請書 様式第６号 

第６条 開発行為変更届出書 様式第７号 

第７条 既存権利届出書 様式第８号 

第９条 工事着手届出書 様式第９号 

第１０条 地位承継届出書 様式第１０号 

第１１条 地位承継承認申請書 様式第１１号 

第１４条 工事完了公告前建築等承認

申請書 

様式第１２号 

第１５条 建築物特例許可申請書 様式第１３号 

第１５条第１号 建築物概要書 様式第１４号 

第１６条 予定建築物等以外の建築等

許可申請書 

様式第１５号 

第１７条 予定建築物以外の建築等に

関する協議書 

様式第１５号の

２ 

第１９条 建築物の新築、改築若しく

は用途の変更又は第一種特

定工作物の新設に関する協

議書 

様式第１５号の

３ 

第２０条 建築等許可申請書 様式第１６号 

第２２条 開発行為又は建築に関する

証明書の交付申請書 

様式第１７号 

第２２条 建築に関する証明書の交付

申請書 

様式第１７号の

２ 

第２２条 建築に関する証明書の交付

申請書 

様式第１７号の

３ 

第２５条 開発登録簿写し交付申請書 様式第１８号 

第３３条第１号 計画提案説明書 様式第１９号 

第３３条第２号 周辺環境等への影響に関す

る資料 

様式第２０号 

第３３条第３号 地権者及び周辺住民等への

説明に関する資料 

様式第２１号 

第３４条第１項 

第１号 

公共施設管理者開発行為同

意書 

様式第２２号 

第３４条第１項 

第２号 

管理予定者との協議経過書 様式第２３号 



3/1 

第３４条第１項 

第３号 

都市計画提案書 様式第２４号 

第３４条第１項 

第４号 

土地所有者等の同意を証す

る書類 

様式第２５号 

第３４条第１項 

第５号 

計画提案書及び図書と併せ

て提出することができる書

面 

様式第２６号 

第３４条第１項 

第６号 

開発行為同意書 様式第２７号 

第３４条第１項 

第６号 

開発区域内権利者一覧表 様式第２７号付

表 

第３４条第１項 

第７号 

設計者の資格に関する申告

書 

様式第２８号 

第３４条第１項

第８号 

開発登録簿調書 様式第２９号 

 

 

附 則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

第３４条第１項 

第３号 

都市計画提案書 様式第２４号 

第３４条第１項 

第４号 

土地所有者等の同意を証す

る書類 

様式第２５号 

第３４条第１項 

第５号 

計画提案書及び図書と併せ

て提出することができる書

面 

様式第２６号 

第３４条第１項 

第６号 

開発行為同意書 様式第２７号 

第３４条第１項 

第６号 

開発区域内権利者一覧表 様式第２７号付

表 

第３４条第１項 

第７号 

設計者の資格に関する申告

書 

様式第２８号 

第３４条第１項

第８号 

開発登録簿調書 様式第２９号 

 

 

附 則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 
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開発許可申請の手引き 新旧対照表 

改定後（案） 現行 備考 

開発行為許可等事務連絡会議設置要綱 開発行為許可等事務連絡会議設置要綱 手引き 

制定 平成 ４年 ４月    制定       

改正 平成２２年 ６月２２日 開発景観課長決裁 

平成２４年 ４月２６日 開発景観課長決裁 

平成２８年 ３月３１日 開発景観課長決裁 

平成３０年 ６月 ６日 開発景観課長決裁 

平成３１年 ３月２９日 開発景観課長決裁 

令和 ２年 ３月３１日 開発指導課長決裁 

令和 ３年 ３月２２日 都市建設局長決裁 

令和 ４年 ２月２５日 開発指導課長決裁 

令和 ５年 ３月２８日 開発指導課長決裁 

令和 ６年 ２月１６日 開発指導課長決裁 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、開発許可等事務連絡会議の設置、組織及び運営に

関し、必要な事項を定めるものとする。 

（設置） 

第２条 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）に基づく開発行為等

の許可に伴う事 

務を迅速、かつ適正に処理するため、開発許可等事務連絡会議（以下

「連絡会議」という）を設置する。 

（所掌事務） 

第３条 連絡会議は、次の各号に掲げる事項について審議する。 

（1） 開発行為の許可等を受けようとする者が提出した図書のうち、開

発行為等の規模 

 が 1ヘクタール以上のもので特に連絡調整を要する事項 

（2） その他委員長が必要と認めた事項 

（組職） 

第４条 連絡会議の委員は、別表 1に掲げる職にある者をもって充てる。 

（委員長）                          

制定 平成 ４年 ４月    制定       

改正 平成２２年 ６月２２日 開発景観課長決裁 

平成２４年 ４月２６日 開発景観課長決裁 

平成２８年 ３月３１日 開発景観課長決裁 

平成３０年 ６月 ６日 開発景観課長決裁 

平成３１年 ３月２９日 開発景観課長決裁 

令和 ２年 ３月３１日 開発指導課長決裁 

令和 ３年 ３月２２日 都市建設局長決裁 

令和 ４年 ２月２５日 開発指導課長決裁 

令和 ５年 ３月２８日 開発指導課長決裁 

                   ＿ 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、開発許可等事務連絡会議の設置、組織及び運営に

関し、必要な事項を定めるものとする。 

（設置） 

第２条 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）に基づく開発行為等

の許可に伴う事 

務を迅速、かつ適正に処理するため、開発許可等事務連絡会議（以下

「連絡会議」という）を設置する。 

（所掌事務） 

第３条 連絡会議は、次の各号に掲げる事項について審議する。 

（3） 開発行為の許可等を受けようとする者が提出した図書のうち、開

発行為等の規模 

 が 1ヘクタール以上のもので特に連絡調整を要する事項 

（4） その他委員長が必要と認めた事項 

（組職） 

第４条 連絡会議の委員は、別表 1に掲げる職にある者をもって充てる。 

（委員長）                          
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第５条 連絡会議に委員長を置き、開発指導課長の職をもって充てる。 

2  連絡会議の委員長は、連絡会議の会務を総括する。 

（議事） 

第６条 連絡会議は、必要に応じて委員長が招集する。 

 2 連絡会議の議長は、委員長をもって充てる。 

3 議長は、必要があると認めるときは、審査事項に関係 

ある者を連絡会議に出席させることができる。 

（小委員会） 

第７条 削除  

（代理出席） 

第８条 委員は、その者の職務上の代理者を連絡会議に出席させ、その

委員の職務にあたらせることができる。 

（報告） 

第９条 委員長は、特に重要と思われる審議事項に関し、その経過等に

ついて、市長に報 

告するものとする。                    

（事務局） 

第10条 連絡会議の事務局は、都市建設局都市政策部開発指導課に置く。 

（委任）                 

第 11条 この要綱に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事

項は、委員長が定める。 

附 則 

この要綱は、平成４年４月から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２２年６月２２日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２４年４月２６日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成３０年６月６日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和 ２年４月１日から施行する。 

附 則 

第５条 連絡会議に委員長を置き、開発指導課長の職をもって充てる。 

2  連絡会議の委員長は、連絡会議の会務を総括する。 

（議事） 

第６条 連絡会議は、必要に応じて委員長が招集する。 

 2 連絡会議の議長は、委員長をもって充てる。 

3 議長は、必要があると認めるときは、審査事項に関係 

ある者を連絡会議に出席させることができる。 

（小委員会） 

第７条 削除  

（代理出席） 

第８条 委員は、その者の職務上の代理者を連絡会議に出席させ、その

委員の職務にあたらせることができる。 

（報告） 

第９条 委員長は、特に重要と思われる審議事項に関し、その経過等に

ついて、市長に報 

告するものとする。                    

（事務局） 

第10条 連絡会議の事務局は、都市建設局都市政策部開発指導課に置く。 

（委任）                 

第 11条 この要綱に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事

項は、委員長が定める。 

附 則 

この要綱は、平成４年４月から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２２年６月２２日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２４年４月２６日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成３０年６月６日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和 ２年４月１日から施行する。 

附 則 
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 この要綱は、令和 ３年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和 ４年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和 ５年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和 ６年４月１日から施行する。 

 

 この要綱は、令和 ３年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和 ４年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和 ５年４月１日から施行する。 

    

                          

 

開発許可等事務連絡会議委員 

                         別表 1 

名称 局 部 課 

委員長 都市建設局 都市政策部 開発指導課長 

委 員 都市建設局 都市政策部 都市政策課長 

     建築指導課長 

     市街地整備課長 

   都市デザイン課長 

     都市安全課長 

  交通政策部 交通企画課長 

  移動円滑推進課長 

  自転車利用推進課長 

   土木部 土木総務課長 

   道路計画課長 

    道路整備課長 

     道路保全課長 

     河川課長 

  森の都推進

部 
みどり政策課長 

開発許可等事務連絡会議委員 

                         別表 1 

名称 局 部 課 

委員長 都市建設局 都市政策部 開発指導課長 

委 員 都市建設局 都市政策部 都市政策課長 

     建築指導課長 

     市街地整備課長 

   都市デザイン課長 

     都市安全課長 

  交通政策部 交通企画課長 

  移動円滑推進課長 

  自転車利用推進課長 

   土木部 土木総務課長 

   道路計画課長 

    道路整備課長 

     道路保全課長 

     河川課長 

 
 

森の都推進

部 
みどり政策課長 
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   みどり公園課長 

    削る  

   住宅部 住宅政策課長 

 

 
政策局 総合政策部 政策企画課長 

  

危機管理防

災部    

  

危機管理課長 

 

   

文化市民局 

 防災計画課長 

 防災対策課長 

文化創造部 文化財課長 

  市民生活部 地域活動推進課長 

   市民生活部  生活安全課長 

 

 
健康福祉局 

高齢者支援

部  
高齢福祉課長 

    介護事業指導課長 

 
  

障がい者支

援部 
障がい福祉課長 

   保健衛生部 医療対策課長 

     生活衛生課長 

     食品保健課長 

 
こども局 

こども育成

部 
こども政策課長 

     こども支援課長 

     保育幼稚園課長 

 

 
環境局 環境推進部 環境政策課長 

    水保全課長 

   みどり公園課長 

   花とみどり協働課長 

   住宅部 住宅政策課長 

政策局 総合政策部 政策企画課長 

 

  

危機管理防

災部    

  

危機管理課長 

 防災計画課長 

 防災対策課長 

文化市民局 文化創造部 文化財課長 

   
市民生活部 

地域活動推進課長 

   生活安全課長 

健康福祉局 
高齢者支援

部  
高齢福祉課長 

    介護事業指導課長 

 
  

障がい者支

援部 
障がい福祉課長 

   保健衛生部 医療政策課長 

     生活衛生課長 

     食品保健課長 

 
こども局 

こども育成

部 
こども政策課長 

     こども支援課長 

     保育幼稚園課長 

環境局 環境推進部 環境政策課長 

     水保全課長 
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   資源循環部 事業ごみ対策課長 

     浄化対策課長 

 経済観光局 産業部 商業金融課長 

 

 
    企業立地推進課長 

  観光交流部 観光政策課長 

 農水局 農政部 農業政策課長 

 

 
    農地整備課長 

  

北東部農業

振興センタ

ー 

基盤整備課長 

 

  

西南部農業

振興センタ

ー 

基盤整備課長 

 中央区役所 区民部 総務企画課長 

 

 
    中央区土木センター所長 

東区役所 区民部 総務企画課長 

 

 
    東区土木センター所長 

西区役所 区民部 総務企画課長 

 

 
    西区土木センター所長 

南区役所 区民部 総務企画課長 

 

 
    南区土木センター所長 

北区役所 区民部 総務企画課長 

 

 
    北区土木センター所長 

消防局 
中央消防署

長 
  

   東消防署長   

   資源循環部 事業ごみ対策課長 

     浄化対策課長 

 経済観光局 産業部 商業金融課長 

    企業立地推進課長 

   観光交流部 観光政策課長 

 農水局 農政部 農業政策課長 

    農地整備課長 

 

  

北東部農業

振興センタ

ー 

基盤整備課長 

 

  

西南部農業

振興センタ

ー 

基盤整備課長 

 中央区役所 区民部 総務企画課長 

    中央区土木センター所長 

 東区役所 区民部 総務企画課長 

    東区土木センター所長 

 西区役所 区民部 総務企画課長 

    西区土木センター所長 

 南区役所 区民部 総務企画課長 

    南区土木センター所長 

 北区役所 区民部 総務企画課長 

    北区土木センター所長 

 
消防局 

中央消防署

長 
  

  東消防署長   
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   西消防署長   

   南消防署長   

   北消防署長   

 上下水道局 総務部 給排水設備課長 

 

 
  計画整備部 計画調整課長 

  維持管理部 水道維持課長 

     下水道維持課長 

 教育委員会

事務局 
教育総務部 学校施設課長 

 

 
  学校教育部 指導課長 

農業委員会

事務局 
副事務局長   

事務局 都市建設局 都市政策部 開発指導課長 
 

   西消防署長   

   南消防署長   

   北消防署長   

 上下水道局 総務部 給排水設備課長 

  計画整備部 計画調整課長 

   維持管理部 水道維持課長 

     下水道維持課長 

 教育委員会

事務局 
教育総務部 学校施設課長 

  学校教育部 指導課長 

 農業委員会

事務局 
副事務局長   

事務局 都市建設局 都市政策部 開発指導課長 
 

  
 

 


